
 

議 案 第 ４１ 号 

 

消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関す 

る条例の制定について 

 

消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を別

紙のように定める。 

平成２５年１２月３日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、松戸市文化会館条例ほか２８

の条例に規定する使用料等を改定するため。 

 



 

消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関す 

る条例 

 

（松戸市文化会館条例の一部改正） 

第１条 松戸市文化会館条例（平成４年松戸市条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表（備考以外の部分に限る。）を次のように改める。 

別表（第６条、第１６条関係） 

１ ホール使用料 

   使用時間 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 

午 前 ９ 時 ～

正午 

午 後 １ 時 ～

午後５時 

午 後 ６ 時 ～

午後１０時 

午 前 ９ 時 ～

午後１０時 

大

ホ

ー

ル 

ホール 平日 円 

5 6,1 6 0 

円 

  9 8,2 8 0 

円 

1 2 6,3 6 0 

円 

2 5 2,7 2 0 

土・日曜祝日 6 6,9 6 0 1 1 7,7 2 0 1 5 1,2 0 0 3 0 3,4 8 0 

楽屋１ 4 3 0 7 5 0 9 7 0 2,1 5 0 

楽屋２ 4 3 0 7 5 0 9 7 0 2,1 5 0 

楽屋３ 3 2 0 5 4 0 7 5 0 1,6 1 0 

楽屋４ 3 2 0 5 4 0 7 5 0 1,6 1 0 

楽屋５ 3 2 0 5 4 0 7 5 0 1,6 1 0 

楽屋６ 6 4 0 1,1 8 0 1,5 1 0 3,3 3 0 

楽屋７ 1,0 8 0 1,9 4 0 2,4 8 0 5,5 0 0 

楽屋８ 3 2 0 5 4 0 7 5 0 1,6 1 0 

楽屋９ 6 4 0 1,1 8 0 1,5 1 0 3,3 3 0 

楽屋１０ 2 1 0 4 3 0 5 4 0 1,1 8 0 

小

ホ

ー

ル 

ホール 平日 1 1,8 8 0 2 0,5 2 0 2 7,0 0 0 5 4,0 0 0 

土・日曜祝日 1 4,0 4 0 2 4,8 4 0 3 2,4 0 0 6 4,8 0 0 

楽屋１ 5 4 0 9 7 0 1,1 8 0 2,6 9 0 

楽屋２ 4 3 0 7 5 0 9 7 0 2,1 5 0 

楽屋３ 4 3 0 7 5 0 9 7 0 2,1 5 0 

楽屋４ 4 3 0 7 5 0 9 7 0 2,1 5 0 

楽屋５ 4 3 0 7 5 0 9 7 0 2,1 5 0 

楽屋６ 6 4 0 1,1 8 0 1,5 1 0 3,3 3 0 

楽屋７ 7 5 0 1,2 9 0 1,7 2 0 3,7 6 0 

楽屋８ 2 1 0 4 3 0 5 4 0 1,1 8 0 



 

２ 会議室等使用料 

   使用時間 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 

午 前 ９ 時 ～

正午 

午 後 １ 時 ～

午後５時 

午 後 ６ 時 ～

午後１０時 

午 前 ９ 時 ～

午後１０時 

大会議室 円 

2,8 0 0 

円 

4,9 6 0 

円 

6,3 7 0 

円 

1 4,1 3 0 

中会議室 1,2 9 0 2,2 6 0 2,9 1 0 6,4 6 0 

小会議室 8 6 0 1,5 1 0 1,9 4 0 4,3 1 0 

和室 2,1 6 0 3,7 8 0 4,8 6 0 1 0,8 0 0 

リハーサル室 3,1 3 0 5,5 0 0 7,0 2 0 1 5,6 5 0 

音楽練習室１ 1,1 8 0 2,0 5 0 2,7 0 0 5,9 3 0 

音楽練習室２ 5 4 0 9 7 0 1,1 8 0 2,6 9 0 

レセプションホール 1 2,9 6 0 2 2,6 8 0 2 9,1 6 0 6 4,8 0 0 

スタジオ 1,1 8 0 2,0 5 0 2,7 0 0 5,9 3 0 

３ 付属設備等使用料 

付属設備及び備品使用料 市長が定める額 

駐車料金 １台１回につき5 0 0 円 

 （松戸市市民センター条例の一部改正） 

第２条 松戸市市民センター条例（昭和４９年松戸市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

別表第２中 

 「            「 

6 8 0 8 9 0  7 0 0 9 1 0 

3 1 0 4 2 0  3 2 0 4 3 0 

2 6 0 3 6 0  2 7 0 3 7 0 

2 1 0 3 1 0  2 1 0 3 2 0 

2 1 0 2 6 0  2 1 0 2 7 0 

1 5 0 2 1 0  1 6 0 2 1 0 

4 2 0 6 3 0  4 3 0 6 4 0 

3 6 0 5 7 0  3 7 0 5 9 0 

2 6 0 3 6 0  2 7 0 3 7 0 

2 1 0 2 6 0  2 1 0 2 7 0 

2 1 0 2 6 0  2 1 0 2 7 0 

            」を           」に改め、同表備考第

４項中「3 1 0 円」を「3 2 0 円」に改め、同表備考第５項中「2 6 0   

円」を「2 7 0 円」に、「3 6 0 円」を「3 7 0 円」に改める。 



 

  別表第３中 

「       「         

1,0 5 0  1,0 8 0     

6 3 0  6 4 0     

3 1 0  3 2 0 「  「  

3 1 0  3 2 0  3 1 0  3 2 0 

5 2 0  5 4 0  5 2 0  5 4 0 

4 2 0  4 3 0  5 0  5 0 

     」を      」に、       」を       」

に改める。 

（松戸市民会館条例の一部改正） 

第３条 松戸市民会館条例（昭和４４年松戸市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第７条及び第１８条第２項中「に 1 0 0 分の 1 0 5 を乗じて得た額」を

削る。 

  別表第１から別表第３までを次のように改める。 

別表第１ 

市民会館使用料金表 

１ ホール使用料 

    使用時間 

使用区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時～正

午 

午後１時～午

後４時３０分 

午後５時３０

分～午後９時 

午前９時～午

後９時 

ホール 平日 円 

8,6 4 0 

円 

1 7,2 8 0 

円 

2 1,6 0 0 

円 

4 3,2 0 0 

土・日曜祝日 1 0,8 0 0 2 1,6 0 0 2 5,9 2 0 5 4,0 0 0 

第１楽屋   5 4 0 5 4 0 5 4 0 1,2 9 0 

第２楽屋   5 4 0 5 4 0 5 4 0 1,2 9 0 

第３楽屋   5 4 0 5 4 0 5 4 0 1,2 9 0 

楽屋控室   3 2 0 3 2 0 3 2 0 8 6 0 

２０５控

室 

  3 2 0 3 2 0 3 2 0 9 6 0 

浴室   5 4 0 5 4 0 5 4 0 1,2 9 0 



 

２ 会議室等使用料 

     時間 

種別 

単位 昼間 単位 夜間 

午前９時～午後５時 午後５時～午後９時 

１０１会議室 時間 

１ 

円 

2 1 0 

時間 

１ 

円 

2 7 0 

１０２料理教室 １ 3 7 0 １ 4 3 0 

２０１会議室 １ 2 1 0 １ 2 7 0 

２０２会議室 １ 2 1 0 １ 2 7 0 

２０３和室 １ 1 6 0 １ 2 1 0 

２０４和室 １ 1 6 0 １ 2 1 0 

３０１会議室 １ 6 4 0 １ 8 6 0 

３０２会議室 １ 2 1 0 １ 2 7 0 

３０３音楽室 １ 4 3 0 １ 5 4 0 

３０４ながいき室 １ 無料 １ 5 4 0 

３０５ながいき室 １ 無料 １ 3 2 0 

３０６ながいき室 １ 無料 １ 2 1 0 

３ プラネタリウム室使用料 

使用区分 料金（１人１回につき） 

個人 一般 5 0 円 

中学生以下 無料 

２０人以上の団体 一般 3 0 円 

中学生以下 無料 

ア 営利を目的として使用する場合及び授業料又は会費等を徴して定期的に反

復継続して使用する場合の使用料は、この表（１・２）に定める使用料の 

２０割に相当する額を加えた額とする。 

イ 松戸市民以外の者が使用する場合の使用料は、この表（１・２）に定める

使用料の１０割に相当する額を加えた額とする。 

ウ 前項の者がアに該当する場合の使用料は、アにおいて算定された額に、そ

の額の１０割の範囲内において市長が別に定める額を加えた額とする。 

エ 使用時間を超えて使用する場合のホール使用料は、１時間につき各使用料

の２割に相当する額を加えた額とする。 

オ 冷房又は暖房施設を使用する場合のホール使用料は、各使用料に、１時間

につき冷暖房施設使用料として1,0 8 0 円を加えた額とする。 

 



 

別表第２ 

付属設備及び備品使用料金表 

種別 品名 単位 区分 使用料 

照明器具    回 円 

フットライト １式 １ 1 6 0 

第１ボーダーライト １式 １ 5 4 0 

第２ボーダーライト １式 １ 5 4 0 

第３ボーダーライト １式 １ 5 4 0 

アッパーホリゾントライト １式 １ 3 2 0 

ロアーホリゾントライト １式 １ 3 2 0 

スポットライト（１kW） １台 １ 3 2 0 

スポットライト（500W) １台 １ 1 6 0 

シーリングスポットライト １式 １ 4 3 0 

ストリップライト １台 １ 1 0 0 

アークスポットライト １台 １ 5 4 0 

アークピンスポットライト １台 １ 5 4 0 

花道フットライト １式 １ 1 0 0 

マシン、ミラボール類 １台 １ 3 2 0 

先玉レンズ １台 １ 1 0 0 

元玉レンズ １台 １ 1 0 0 

持込器具 １kWにつき １ 5 0 

Ａセット ボーダーライト２列 

シーリングライト１式 

スポットライト８台 

１式 １   3,2 4 0 

Ｂセット ボーダーライト２列 

シーリングライト１式 

フットライト１式 

スポットライト１kW20台 

スポットライト500W５台 

１式 １ 6,4 8 0 

Ｃセット ボーダーライト３列 

シーリングライト１式 

アッパー・ロアーホリゾ

ントライト各１式 

フットライト１式 

スポットライト１kW30台 

スポットライト500W10台 

１式 １ 9,7 2 0 



 

音響器具 映写装置（16m／m） １式 １ 1,0 8 0 

映写装置（16m／m移動型） １式 １ 5 4 0 

拡声装置 １式 １ 1,0 8 0 

マイクロホン １本 １ 1 0 0 

コンデンサーマイクロホン １本 １ 3 2 0 

ワイヤレスマイクロホン １本 １ 2 1 0 

レコードプレーヤー １式 １ 3 2 0 

テープレコーダー １式 １ 3 2 0 

ワイヤレスマイクロホン １式 １ 5 4 0 

ポータブルミキサーアンプ １台 １ 5 4 0 

ステレオ １台 １ 2 1 0 

舞台器具 演壇 １台 １ 1 0 0 

屏風 １双 １ 5 4 0 

反響板 １式 １ 1,0 8 0 

山台（１号） １枚 １ 5 0 

山台（２号） １枚 １ 1 0 0 

山台（３号） １枚 １ 1 6 0 

指揮者用譜面台（指揮台付） １台 １ 1 0 0 

迫り上げ １基 １ 5 4 0 

緋毛せん １枚 １ 3 2 0 

松羽目 １式 １ 8 6 0 

所作台 １式 １ 2,1 6 0 

ござ １枚 １ 5 0 

山台用ざぶとん １枚 １ 1 0 0 

カーペット １枚 １ 1 0 0 

楽器 ピアノＡ（グランド型） １台 １ 3,2 4 0 

ピアノＢ（グランド型） １台 １ 2,1 6 0 

ピアノＣ（グランド型） １台 １ 1,6 2 0 

ピアノＤ（スタンド型） １台 １ 5 4 0 

エレクトーン １台 １ 1,0 8 0 

その他 展示用パネル １枚 日 

１ 

3 0 

備考 

１ １回の使用時間は、ホールの使用区分による午前（午前９時～正 

午）、午後（午後１時～午後４時３０分）、夜間（午後５時３０分～午

後９時）を各１回とし、その時間を超えた場合は１時間につき規定料金

の２割を増徴する。 

２ ピアノの使用料には、調律料は含まない。 

３ 照明用に使うカーボン、ゼラチン、プラステートについては、別に実

費を徴収する。 



 

別表第３ 

物品販売施設等の使用料金表 

区分 金額 

売店 月額 5,4 0 0 円以内 

喫茶コーナー 月額 8,6 4 0 円以内 

（松戸市北山会館条例の一部改正） 

第４条 松戸市北山会館条例（昭和４９年松戸市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第１中「2 6 0 」を「2 7 0 」に、「4 2 0 」を「4 3 0 」に、 

「5 2 0 」を「5 4 0 」に改める。 

  別表第２式場の項中「 2  3 , 0  0  0  円」を「 2  3 , 7  0  0  円」に、 

「4 6,0 0 0 円」を「4 7,4 0 0 円」に、「4 2,0 0 0 円」を「4 3,2 0 0  

円」に、「8 4,0 0 0 円」を「8 6,4 0 0 円」に改める。 

（松戸市スポーツ施設条例の一部改正） 

第５条 松戸市スポーツ施設条例（昭和５５年松戸市条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２第１項の表専用使用料の項を次のように改める。 

専

用

使

用

料 

松戸市

東部ス

ポーツ

パーク 

体

育

館 

体育室 ２ 2,1 6 0 3,2 4 0 

会議室 １室１ 2 1 0 3 2 0 

和室 １ 2 1 0 3 2 0 

プール ２ こどもプールのみ 1,6 2 0 

２５メートルプールのみ 3,2 4 0 

プール全面 4,8 6 0 

テニスコート １面１ 4 3 0 

野球場 ２ 3,2 4 0 

松戸市

クリー

ンセン

ター 

体育室 ２ 2,1 6 0 3,2 4 0 

温水プール ２ こどもプールのみ 3,2 4 0 

２５メートルプールのみ 6,4 8 0 

プール全面 9,7 2 0 

テニスコート １面１ 4 3 0 

松戸市

新松戸

プール 

プール １ 3,2 4 0 



 

松戸市

新松戸

庭球場 

テニスコート １面１ 4 3 0 

松戸市

小金原

体育館 

競技場 ２ 2,8 0 0 4,2 1 0 

プレールーム ２ 1,6 2 0 2,3 7 0 

小体育室 ２ 1,6 2 0 2,3 7 0 

会議室 １室１ 2 1 0 3 2 0 

和室 １室１ 2 1 0 3 2 0 

放送設備 １ 3 2 0 

松戸市

常盤平

体育館 

競技場 ２ 2,1 6 0 3,2 4 0 

プレールーム ２ 1,6 2 0 2,3 7 0 

小体育室 ２ 1,6 2 0 2,3 7 0 

卓球室 ２ 1,6 2 0 2,3 7 0 

会議室 １室１ 2 1 0 3 2 0 

放送設備 １ 3 2 0 

松戸市

和名ケ

谷スポ

ーツセ

ンター 

体育室 ２ 3,0 8 0 4,6 2 0 

小体育室 ２ 1,0 2 0 1,5 4 0 

温水プール ２ ２５メートルプールのみ 

8,2 2 0 

２５メートルプールのみ 

1 2,3 4 0 

午前 

午後 

夜間 

終日 

午前（午前９

時～午後１時）

プール全面 

3 7 0,2 8 0 

午後（午後１

時～午後５時）

プール全面 

3 7 0,2 8 0 

夜間（午後５

時～午後９時）

プール全面 

5 5 5,4 2 0 

終日（午前９ 

時～午後９時） 

プール全面 

1,2 9 6,0 0 0 

多目的ホール ２ 1,0 2 0 1,5 4 0 

和

室 

４０畳 １室１ 4 1 0 6 1 0 

１２畳 １室１ 2 0 0 3 0 0 

６畳 １室１ 2 0 0 3 0 0 

放送設備 １ 4 1 0 

  別表第２第１項の表普通使用料の項松戸市クリーンセンターの目温水プー

ルの節中「一般 4 0 0 」を「一般 4 1 0 」に改め、同項松戸市和名ケ谷ス

ポーツセンターの目浴室の節中「4 0 0 」を「4 1 0 」に改め、別表第２

第２項第１号専用使用料の表中「4 2 0 」を「4 3 0 」に改め、同号付帯

設備使用料の表中「4 2 0 」を「4 3 0 」に、「3 1 0 」を「3 2 0 」に

改め、同項第２号専用使用料の表中「3,1 5 0 」を「3,2 4 0 」に改め、



 

同項第３号専用使用料の表中「1,5 7 0 」を「1,6 2 0 」に、「5 2 0 」

を「5  4  0 」に改め、同項第４号専用使用料の表中「 4 ,2 0 0 」を 

「4,3 2 0 」に、「1,4 0 0 」を「1,4 4 0 」に改め、同号付帯設備使用

料の表中「3 1 0 」を「3 2 0 」に、「6 3 0 」を「6 4 0 」に、 

「3,1 5 0 」を「3,2 4 0 」に改め、同項第５号普通使用料の表柿ノ木台

公園体育館の項中「3 1 0 」を「3 2 0 」に改め、同号専用使用料の表及

び付帯設備使用料の表を次のように改める。 

専用使用料 

区分 単位 金額（円） 

松戸運動公園

体育館 

トレーニング室 ２時間 3,2 4 0 

小体育室１ ２時間 2,1 6 0 

小体育室２ ２時間 1,0 8 0 

卓球室 ２時間 3,2 4 0 

弓道場 ２時間 1,6 2 0 

多目的室１ １時間 5 4 0 

多目的室２ １時間 1,0 8 0 

競技場 備考に定める額 

柿ノ木台公園

体育館 

多目的室 １時間 1,0 8 0 

プレールーム ２時間 2,1 6 0 

小体育室 ２時間 2,1 6 0 

研修室 １時間 2 1 0 

会議室 １時間 2 1 0 

競技場 備考に定める額 

備考 

・夜間（午後５時以降）使用する場合（競技場を除く。） ５０パー

セント増 

・市外の者が使用する場合 １００パーセント増 

・小・中学生が使用する場合（競技場を除く。） ５０パーセント減 

・アマチュアスポーツでない催物に使用する場合（松戸運動公園体育

館競技場を除く。） １００パーセント増 

・競技場の専用使用料は、次のとおりとする。 



 

                           （単位 円） 

区分 午前９時～午

後１時 

午後１時～午

後５時 

午後５時～午

後９時 

松戸

運動

公園

体育

館競

技場 

入場料

等を徴

収しな

い場合 

アマチュア

スポーツに

使用する場

合 

一般 8,1 0 0 8,1 0 0 1 2,4 2 0 

小・中学生 2,7 0 0 2,7 0 0 3,7 8 0 

アマチュアスポーツで

ない催物に使用する場

合 

1 6,2 0 0 1 6,2 0 0 2 4,8 4 0 

入場料

等を徴

収する

場合 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

2 4,3 0 0 2 4,3 0 0 3 2,4 0 0 

アマチュアスポーツで

ない催物に使用する場

合 

1 1 3,4 0 0 1 1 3,4 0 0 1 6 2,0 0 0 

柿ノ木台公

園体育館競

技場 

一般 6,4 8 0 6,4 8 0 9,7 2 0 

小・中学生 2,1 6 0 2,1 6 0 3,2 4 0 

備考 

・バスケットコート１面以内使用する場合 ５０パーセント減 

・２時間以内使用する場合 ５０パーセント減 

・使用時間を超過して使用する場合 １時間につき規定料金の 

３０パーセントに相当する額を加算 

付帯設備使用料 

区分 単位 金額（円） 

松戸運動公園体育館 放送設備 １時間 3 2 0 

柿ノ木台公園体育館 放送設備 １時間 4 3 0 

別表第２第２項第６号専用使用料の表及び付帯設備使用料の表を次のよう

に改める。 

 

 



 

専用使用料 

                           （単位 円） 

区分 単位 金額（円） 

午前（午前９時

～午後１時） 

午後（午後１時

～午後５時） 

トラッ

ク・フ

ィール

ド 

入場料等

を徴収し

ない場合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

一般 午前 

午後 

8,6 4 0 8,6 4 0 

小・中学生 午前 

午後 

2,8 8 0 2,8 8 0 

アマチュアスポーツ

でない催物に使用す

る場合 

午前 

午後 

1 7,2 8 0 1 7,2 8 0 

入場料等

を徴収す

る場合 

アマチュアスポーツ

に使用する場合 

午前 

午後 

2 5,9 2 0 2 5,9 2 0 

アマチュアスポーツ

でない催物に使用す

る場合 

午前 

午後 

1 0 3,6 8 0 1 0 3,6 8 0 

本部室 １時間 2 1 0 

控室 １時間 2 1 0 

備考 

・トラック・フィールドを２時間以内使用する場合 ５０パーセント

減 

・市外の者が使用する場合 １００パーセント増 

付帯設備使用料 

区分 単位 金額（円） 

放送設備 １時間 3 2 0 

写真判定設備 終日 2,7 0 0 

  別表第３回数券の項中「4 0 0 円券 1 1 枚綴」を「4 1 0 円券 1 1 枚 

綴」に、「4,0 0 0 円」を「4,1 0 0 円」に改める。 

（松戸市勤労会館条例の一部改正） 

第６条 松戸市勤労会館条例（昭和５５年松戸市条例第４５号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表中 



 

 「              「 

2 6 0  3 6 0  2 7 0 3 7 0 

2 1 0 3 1 0  2 1 0 3 2 0 

1 5 0 2 1 0  1 6 0 2 1 0 

6 8 0 8 9 0  7 0 0 9 1 0 

              」を             」に改める。 

（松戸市女性センター条例の一部改正） 

第７条 松戸市女性センター条例（平成６年松戸市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

別表中 

 「              「 

1 5 0（円） 2 1 0（円）  1 6 0（円） 2 1 0（円） 

2 6 0 3 6 0  2 7 0 3 7 0 

1 5 0 2 1 0  1 6 0 2 1 0 

1 5 0 2 1 0  1 6 0 2 1 0 

3 1 0 4 2 0  3 2 0 4 3 0 

              」を             」に改める。 

（まつど市民活動サポートセンター条例の一部改正） 

第８条 まつど市民活動サポートセンター条例（平成１５年松戸市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「6 3 0 」を「6 4 0 」に、「1,0 5 0 」を「1,0 8 0 」に、 

「3 6 0 」を「3 7 0 」に改める。 

（松戸市手数料条例の一部改正） 

第９条 松戸市手数料条例（昭和２７年松戸市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第４第２項の表備考中「1 0 0 分の 1 0 5 」を「 1 0 0 分の 

1 0 8 」に改める。 

（松戸市行政財産使用料条例の一部改正） 

第１０条 松戸市行政財産使用料条例（昭和５６年松戸市条例第３９号）の一

部を次のように改正する。 



 

  第２条第２項中「1 0 0 分の 1 0 5 」を「1 0 0 分の 1 0 8 」に改め

る。 

  別表中「3 3,6 0 0 円以上」を「3 4,5 6 0 円以上」に改める。 

（松戸市民劇場条例の一部改正） 

第１１条 松戸市民劇場条例（昭和５６年松戸市条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

別表第１（第７条関係） 

松戸市民劇場使用料金表 

   利用単位 

利用区分 

午前 午後 夜間 全日 備考 

午前９時～正

午 

午後１時～午

後４時３０分 

午後５時３０ 

分～午後９時 

午前９時～午

後９時  

ホール 平日 円 

4,3 2 0 

円 

8,6 4 0 

円 

1 0,8 0 0 

円 

2 1,6 0 0 

舞台

を含

む。 土・日

曜祝日 

5,4 0 0 1 0,8 0 0 1 2,9 6 0 2 7,0 0 0 

第１楽屋   3 2 0 3 2 0 3 2 0 8 6 0  

第２楽屋   3 2 0 3 2 0 3 2 0 8 6 0  

第１会議室   6 4 0 6 4 0 6 4 0 1,8 3 0  

第２会議室   6 4 0 6 4 0 6 4 0 1,8 3 0  

第３会議室   9 7 0 9 7 0 9 7 0 2,8 0 0  

備考 

１ 営利を目的として利用する場合及び授業料又は会費等を徴して定期的に

反復継続して利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２０割に

相当する額を加えた額とする。 

２ 松戸市民以外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の

１０割に相当する額を加えた額とする。 

３ 前項の者が第１項に該当する場合の使用料は、同項においてそれぞれ算

定された額に、その額の１０割の範囲内において市長が別に定める額を加

えた額とする。 

４ 利用単位を超えて利用する場合は、１時間に限り認めるものとし、その

使用料は、当該使用料の２割に相当する額を加えた額とする。 

５ 冷房又は暖房施設を利用する場合のホール使用料は、各使用料に、１時

間につき冷暖房施設使用料として5 4 0 円を加えた額とする。 



 

  別表第２（備考以外の部分に限る。）を次のように改める。 

別表第２（第７条関係） 

付属設備及び備品使用料金表 

種別 品名 単位 使用料 

照明設備 フットライト １式 円 

1 6 0 

第１ボーダーライト １式 5 4 0 

第２ボーダーライト １式 5 4 0 

アッパーホリゾントライト １式 3 2 0 

ロアーホリゾントライト １式 3 2 0 

スポットライト（1.5kW） １台 5 2 0 

スポットライト(1kW) １台 3 2 0 

スポットライト(650W) １台 2 1 0 

スポットライト(500W) １台 1 6 0 

ピンスポットライト（ハロゲン1kW） １台 6 4 0 

ピンスポットライト（ハロゲン650W） １台 4 3 0 

ピンスポットライト（キセノン1kW） １台 2,1 6 0 

シーリングスポットライト １式 4 3 0 

照明セットＡ １式 2,5 3 0 

照明セットＢ １式 4,6 5 0 

照明セットＣ １式 9,4 9 0 

マシン・ミラボール類 １台 3 2 0 

先玉レンズ １台 1 0 0 

元玉レンズ １台 1 0 0 

音響設備 拡声装置 １式 1,0 8 0 

マイクロホン（有線） １本 1 0 0 

コンデンサーマイクロホン １本 3 2 0 

ワイヤレスマイクロホン １本 2 1 0 

ＭＤレコーダー １台 3 2 0 

ＣＤプレーヤー １台 3 2 0 

カセットレコーダー １台 3 2 0 

舞台設備 演壇 １台 1 0 0 

屏風 １双 5 4 0 

山台（１号） １枚 5 0 



 

山台（２号） １枚 1 0 0 

山台（３号） １枚 1 6 0 

司会者台 １台 1 0 0 

指揮者用譜面台（指揮台付） １台 1 0 0 

譜面台 １本 5 0 

緋毛せん １枚 3 2 0 

松羽目 １式 8 6 0 

所作台 １式 2,1 6 0 

ござ １枚 5 0 

山台用ざぶとん １枚 1 0 0 

カーペット １枚 1 0 0 

映像設備 液晶プロジェクター １台 1,0 8 0 

スクリーン １式 5 4 0 

楽器 ピアノ（グランド型） １台 3,2 4 0 

その他 持込器具 １kWにつき 1 0 0 

（松戸市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１２条 松戸市公民館の設置及び管理に関する条例（昭和５１年松戸市条例

第３８号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

 「              「 

円 

1 5 0  

円 

2 1 0 

 円 

1 6 0 

円 

2 1 0 

2 1 0 3 1 0  2 1 0 3 2 0 

3 1 0 4 2 0  3 2 0 4 3 0 

6 8 0 8 9 0  7 0 0 9 1 0 

              」を             」に改める。 

（松雲亭の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１３条 松雲亭の設置及び管理に関する条例（昭和５３年松戸市条例第１８

号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「に 1 0 0 分の 1 0 5 を乗じて得た額（１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てる。）」を削る。 

  別表中「5 0 0 」を「5 4 0 」に改める。 



 

（松戸青少年会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１４条 松戸青少年会館の設置及び管理に関する条例（昭和５１年松戸市条

例第２０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

 「              「 

4 2 0 円 6 3 0 円  4 3 0 円 6 4 0 円 

2 6 0 3 6 0  2 7 0 3 7 0 

2 6 0 3 6 0  2 7 0 3 7 0 

2 1 0 2 6 0  2 1 0 2 7 0 

7 3 0 1,0 5 0  7 5 0 1,0 8 0 

2 1 0 2 6 0  2 1 0 2 7 0 

1 5 0 2 1 0  1 6 0 2 1 0 

3 1 0 4 2 0  3 2 0 4 3 0 

              」を             」に改める。 

 （松戸市健康福祉会館条例の一部改正） 

第１５条 松戸市健康福祉会館条例（平成９年松戸市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

別表中 

 「              「 

2 6 0 3 6 0  2 7 0 3 7 0 

2 6 0 3 6 0  2 7 0 3 7 0 

2 6 0 3 6 0  2 7 0 3 7 0 

6 8 0 8 9 0  7 0 0 9 1 0 

2 6 0 3 6 0  2 7 0 3 7 0 

              」を             」に改める。 

（松戸市総合福祉会館条例の一部改正） 

第１６条 松戸市総合福祉会館条例（昭和５１年松戸市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 

第８条第３項中「に 1 0 0 分の 1 0 5 を乗じて得た額（１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てる。）」を削る。 

  別表会議室の項中「2 0 0 」を「2 1 0 」に、同表和室の項中「1 5 0」

を「1 6 0 」に、同表茶室の項中「2 0 0 」を「2 1 0 」に改める。 



 

（松戸市シニア交流センター条例の一部改正） 

第１７条 松戸市シニア交流センター条例（平成１７年松戸市条例第３６号）

の一部を次のように改正する。 

別表中「5 2 0 円」を「5 4 0 円」に、「2 6 0 円」を「2 7 0 円」に

改める。 

（松戸市休日土曜日夜間歯科診療所条例の一部改正） 

第１８条 松戸市休日土曜日夜間歯科診療所条例（昭和５２年松戸市条例第 

２８号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「2,0 0 0 円」を「2,1 6 0 円」に改め、「に 1 0 0 分

の 1 0 5 を乗じて得た額」を削る。 

（松戸市霊柩自動車条例の一部改正） 

第１９条 松戸市霊柩自動車条例（昭和３６年松戸市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

第４条中「の各号」を削り、「1,3 6 0 円」を「1,3 9 0 円」に改める。 

別表中「8,5 0 0 円」を「8,7 0 0 円」に、「1 7,0 0 0 円」を 

「1 7,4 0 0 円」に改める。 

（松戸市営白井聖地公園条例の一部改正） 

第２０条 松戸市営白井聖地公園条例（昭和６２年松戸市条例第１０号）の一

部を次のように改正する。 

別表中「5,0 4 0 円」を「5,1 8 4 円」に改め、同表備考第３項中 

「4 2 0 円」を「4 3 2 円」に改める。 

（松戸市公設地方卸売市場業務条例の一部改正） 

第２１条 松戸市公設地方卸売市場業務条例（昭和５８年松戸市条例第３８

号）の一部を次のように改正する。 

第５９条第１項中「1 0 0 分の 1 0 5 」を「1 0 0 分の 1 0 8 」に改

める。 



 

（松戸市道路占用料条例の一部改正） 

第２２条 松戸市道路占用料条例（昭和４９年松戸市条例第２４号）の一部を

次のように改正する。 

別表備考第３項中「1 0 0 分の 1 0 5 」を「1 0 0 分の 1 0 8 」に改

める。 

（松戸市自転車駐車場条例の一部改正） 

第２３条 松戸市自転車駐車場条例（平成８年松戸市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 

別表定期使用（月額）の項を次のように改める。 

定期使

用（月

額） 

自転

車 

一般 1,5 4 0 円 1,0 2 0 円 1,2 3 0 円 8 2 0 円 

高 校 生

以下 

1,0 2 0 円 7 2 0 円 8 2 0 円 5 1 0 円 

原動機付自転

車 

2,2 6 0 円 1,7 4 0 円 1,8 5 0 円 1,4 4 0 円 

（松戸市都市公園条例の一部改正） 

第２４条 松戸市都市公園条例（昭和３４年松戸市条例第２０号）の一部を次

のように改正する。 

  別表第１中 

 「        「 

2 7 3  2 8 0 

8 4  8 6 

2,7 3 0  2,8 0 8 

2 7 3  2 8 0 

2,7 3 0  2,8 0 8 

1 5  1 6 

        」を       」に改める。 

（松戸市下水道条例の一部改正） 

第２５条 松戸市下水道条例（昭和５６年松戸市条例第４５号）の一部を次の

ように改正する。 



 

別表第１一般汚水の項中「1,0 1 2.2 0 円」を「1,0 4 1.1 2 円」に、

「 1  3  4 . 4  0  円」を「 1  3  8 . 2  4  円」に、「 1  7  0 . 1  0  円」を 

「 1  7  4 . 9  6  円」に、「 2  0  0 . 5  5  円」を「 2  0  6 . 2  8  円」に、 

「 2  9  4 . 0  0  円」を「 3  0  2 . 4  0  円」に、「 3  5  5 . 9  5  円」を 

「3 6 6.1 2 円」に、「4 6 4.1 0 円」を「4 7 7.3 6 円」に改め、同表

公衆浴場汚水の項中「2 3.1 0 円」を「2 3.7 6 円」に改める。 

別表第２備考第３項中「1 0 0 分の 1 0 5 」を「1 0 0 分の 1 0 8 」

に改める。 

（松戸市準用河川占用料条例の一部改正） 

第２６条 松戸市準用河川占用料条例（平成１２年松戸市条例第２１号）の一

部を次のように改正する。 

別表備考第３項中「1 0 0 分の 1 0 5 」を「1 0 0 分の 1 0 8 」に改

める。 

（松戸市水道事業給水条例の一部改正） 

第２７条 松戸市水道事業給水条例（昭和３６年松戸市条例第３１号）の一部

を次のように改正する。 

第２６条、第２９条第１項及び第３２条の２第２項中「に 1 0 0 分の 

1 0 5 を乗じて得た額」を削る。 

第３２条の３第２項中「5 0,0 0 0 円」を「5 4,0 0 0 円」に改め、

「に 1 0 0 分の 1 0 5 を乗じて得た額」を削る。 

別表第１専用給水装置の項一般用の目中「9 1 0 円」を「9 8 2.8 円」  

に、「1 6 0 円」を「1 7 2.8 円」に、「2 4 0 円」を「2 5 9.2 円」に、

「2 7 0 円」を「2 9 1.6 円」に、「3 3 0 円」を「3 5 6.4 円」に、 

「3 7 0 円」を「3 9 9.6 円」に、「4 1 0 円」を「4 4 2.8 円」に改め、

同項公衆浴場用の目中「3,0 0 0 円」を「3,2 4 0 円」に、「5 0 円」を 

「5 4.0 円」に改め、同表備考第２項中「4 1 0 円」を「4 4 2.8 円」に 

改める。 

別表第３中 



 

 「             「 

1 0 0,0 0 0 円  1 0 8,0 0 0 円 

2 7 0,0 0 0 円  2 9 1,6 0 0 円 

4 6 0,0 0 0 円  4 9 6,8 0 0 円 

6 3 0,0 0 0 円  6 8 0,4 0 0 円 

1,4 0 0,0 0 0 円  1,5 1 2,0 0 0 円 

2,5 0 0,0 0 0 円  2,7 0 0,0 0 0 円 

6,7 0 0,0 0 0 円  7,2 3 6,0 0 0 円 

1 4,0 0 0,0 0 0 円  1 5,1 2 0,0 0 0 円 

             」を            」に改める。 

（国保松戸市立病院附属看護専門学校の設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第２８条 国保松戸市立病院附属看護専門学校の設置及び管理に関する条例

（昭和５２年松戸市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第９条第５号中「5 0 0 円」を「5 1 5 円」に改める。 

（松戸市病院事業使用料手数料条例の一部改正） 

第２９条 松戸市病院事業使用料手数料条例（昭和３６年松戸市条例第２７

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「1 0 0 分の 1 0 5 」を「1 0 0 分の 1 0 8 」に改め

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

 （経過措置） 

２ 第２１条の規定による改正後の松戸市公設地方卸売市場業務条例第５９条

の規定は、平成２６年４月分以後の使用料について適用し、同年３月分まで

の使用料については、なお従前の例による。 

３ 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成２６年５

月３１日までの間に計量されるものに係る使用料については、第２５条の規



 

定による改正後の松戸市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

４ 施行日前から継続している給水で施行日から平成２６年５月３１日までの

間に計量されるものに係る料金、施行日前までに給水装置の新設又は改造の

申込みをした者に係る納付金及び施行日前までに松戸市水道事業給水規程

（昭和４３年松戸市水道事業規程第６号）第１４条第１項に規定する承認を

受けた者に係る負担金については、第２７条の規定による改正後の松戸市水

道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 


